
 

 

２０１５年度 営業目標の改定（１１月１日改定）について 

 

 

 信越支社郵便局本部営業本部は、本日（10 月 29 日）「2015 年度 営業目標の改定  

(11 月１日改定）」について地方本部に説明してきました。 

本件は、現在員の増減があった郵便局等を対象として営業目標等の改定を行うもの

です。 

 なお、魚沼エリア内局の年賀葉書の改定は、越後田沢局の大口事業所が無くなった

ため、エリア内で調整を行うものです。 

 

 

１．目標額の改定局 

   １１２局（改定額については、支社資料参照） 

 

  

 ２．改定日 

   ２０１５年１１月１日（日） 

 

 

   なお、労使の扱いは単局窓口および部会労使委員会（窓口）です。 

※ 職場周知については、個人目標にも影響する場合があることから、労使委員会

開催前に行なうことも可としました。 
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